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平成１７年度財務定期監査結果に基づき講じた措置（事業所等） 

指 摘 の 概 要 措 置 内 容 措置状況

(1) 収入に関する事務 

① 軽費老人ホーム使用料について適正に

徴収すべきもの 

神戸市老人福祉施設条例では，規則で

定めるところにより，電気及び水道の料

金並びに冷房費及び暖房費を使用料に

加算することができるとしているが，規

則では，金額等を具体的に定めることな

く，電気料金等を徴収していた。 

（ケアハウス和光園） 

徴収金の性質も勘案したうえで，適正

な事務処理を行うべきである。 

 

冷房費・暖房費は使用料であり，規

則で金額を明示しておく必要があるの

で，神戸市老人福祉施設条例施行規則

の改正（平成 17 年 10 月 1 日施行）を

行い，規則に明記した。 

利用者個人の使用に属するガス，水

道，電気等の光熱水費等は，特別なサ

ービスに要する費用として実費相当分

を徴収している。 

措置済 

② 特別養護老人ホームの収入調定を適

正に行うべきもの 

特別養護老人ホームの介護保険サー

ビス提供にかかる収入は，保険者からの

介護報酬及び利用者負担であるが，利用

者負担の額が一定の上限を超えた場合

は，越えた部分（高額介護サービス費）

について施設が入所者の委任を受けて

受領している。この調定決議書に施設長

の決裁を受けていない事例が見受けら

れた。     （ひよどり台ホーム）

   適正な事務処理を行うべきである。 

 

   決裁を受けて調定を行うよう改善

の措置を講じた。 

措置済 

③ 障害者サービス利用にかかる支援費を

適正に請求すべきもの 

身体障害者療護施設に新規入所者があ

った場合，施設訓練等支援費として入所

時特別支援加算を請求できるにもかかわ

らず，請求していない事例が見受けられ

た。       （さざんか療護園）

   適正な事務処理を行うべきである。 

 

   平成 16 年度支援費入所時特別支援

加算（2 件）の請求がもれていたので，

神戸市に対し請求を行い，平成 16 年

度収入として処理した。今後，同様の

事例が起こらないよう必要な対策を

講じた。 

措置済 
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指 摘 の 概 要 措 置 内 容 措置状況

④ 児童福祉施設の費用を適正に徴収すべき

もの 

児童養護施設等の児童福祉施設（保育所

を除く）の徴収金は，世帯の所得税額等に

よって決定すべきものとされているが，納

入義務者の所得等を確認できないため基準

額を決定していない事例，課税状況等を確

認するため納入義務者から提出された書類

に不備がある事例が見受けられた。 

（こども家庭センター） 

   適正な事務処理を行うべきである。 

 

引き続き，ことあるたびに保護者

等へ確実な書類の提出を求めてい

くが，保護者が高齢等の理由によ

り，当方の要求どおりに物事を理解

してもらえない場合が多く対応に

苦慮しているところである。確実な

事務処理・公平性の確保のため，福

祉情報システムで課税状況を閲覧

できるように関連部局の理解を求

めていきたい。 
 

措置方針

等 

⑤ 時間延長型保育サービス利用料を適正に

徴収すべきもの 

保育所において，午前７時から７時３０

分，午後６時から７時に保育サービスを受け

る場合は，施設長の利用承認を受けるととも

に，時間延長型保育サービス利用料を負担す

るものとされているが，利用料の徴収にあた

り，以下のような改善を要する事例が見受け

られた。 

ア 時間延長型保育サービスの利用を休止

又は中止する場合は，休止届又は辞退届を

提出すべきものとされているが，これらの

書類が提出されていないにもかかわらず，

利用実態により利用料を請求していない

事例 

（竜が台保育所） 

イ 時間延長型保育サービス利用承認書の

利用開始日（４月１３日）とサービス利用

児童台帳の開始日（６月１日）が異なる事

例 

（羽坂保育所） 

ウ サービス利用児童台帳に利用料の納入

状況を記載していない事例 

（乙木保育所） 

   適正な事務処理を行うべきである。 

 

 

 

 

 
 
実態にあわせたきめ細かなサー

ビスを提供するにあたり，手続き面

で漏れがないよう，利用児童台帳の

整備もあわせて，事務処理の適正化

を徹底した。 措置済 



-  - 3

 

指 摘 の 概 要 措 置 内 容 措置状況

⑥ 保育所幼児主食提供給食費を適正に徴

収すべきもの 

保育所において，幼児主食提供給食費

を徴収するにあたり，策定段階の実施要

綱（案）を根拠に徴収額を決定している

事例が見受けられた。 

（竜が台保育所） 

   適正な事務処理を行うべきである。 

 
個別の徴収額の決定には誤りがな

かったことを確認するとともに，今

後，根拠となる要綱等を定期的に配布

するなど，正しい事務処理に努める。 措置済 

⑦ 授業料の収入事務を適正に行うべきも

の 

高等学校授業料の収入事務について，以

下のような改善を要する事例が見受けら

れた。 

（神港高等学校） 

ア 授業料の調定決議書の金額とその計

算根拠となる領収証書原符の合計額が

一致しない事例 

イ 調定決議書の会計年度を誤っている

事例 

ウ 未納者への督促を行う際に決裁を得

ていない事例 

   適正な事務処理を行うべきである。 

 
 
 
 
 
 

ア 正しい金額で再発行するととも

に，今後は確認を徹底するよう改善

の措置を講じた。 
イ 適正年度に修正するとともに，今

後は確認を徹底するよう改善の措置

を講じた。 
ウ 平成 17 年度から決裁のうえ督促

するよう改善の措置を講じた。 

措置済 

⑧ 私用電話償還金の収入事務を適正に行

うべきもの 

職員が私用で電話を使用した際の償還

金について，以下のような改善を要する事

例が見受けられた。 

ア 償還金の領収証書原符はあるが，償

還金の調定がされていない事例 

（さざんか療護園） 

イ 私用電話使用簿の金額と調定額が一

致しない事例 

（名倉小学校） 

   適正な事務処理を行うべきである。 

 

 

ア 平成 17 年 3 月 31 日付で，調定

決議を行い，平成 16 年度収入とし

て処理した。今後は速やかに調定決

議を行うよう指導徹底した。 
イ 私用で電話を使用した際には，そ

の都度使用簿に記入するようにし，

確認を徹底するよう改善の措置を

講じた。 

措置済 
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指 摘 の 概 要 措 置 内 容 措置状況

⑨ 委託公衆電話手数料等の収入事務を適

正に行うべきもの 

施設・学校園に設置している公衆電話の

手数料収入等について，以下のような改善

を要する事例が見受けられた。 

ア 電話料金の回収，手数料の調定を定期

的に行っていない事例 

（西神戸ホーム，鵯台中学校） 

 

 

 

 

イ 過剰投入金等が専用口座に滞留して

いる事例 

（西神戸ホーム） 

ウ 公衆電話料金受払簿に必要な決裁を

受けていない事例 

（神港高等学校） 

   適正な事務処理を行うべきである。 

 

ア 電話料金算定期間の最終日（25
日）の基準回収日（26 日）を定め，

定期的に調定し，回収する措置を講

じた。    （西神戸ホーム） 

ア 電話料金の基準回収日を，料金算

定期間の最終日(15 日)の翌日(16

日)とし，電話料金の回収，手数料

の調定について定期的に行うよう

改善の措置を講じた。（鵯台中学校） 

イ 過剰投入金については，雑入とし

て収納した。 

（西神戸ホーム） 
ウ 平成 17 年度から公衆電話料金の

受払の都度決裁するよう改善の措

置を講じた。  （神港高等学校） 

措置済 

⑩ 領収証書を適正に発行すべきもの 

出納員が収入金を収納したときは，納

入者に領収証書を交付しなければならな

いが，償還金を収納する際に領収証書を

交付していない事例が見受けられた。 

（さざんか療護園） 

   適正な事務処理を行うべきである。 

当該事例について領収証書を作成

し交付した。 

今後は出納員が収入金を収納した

ときは必ず納入者に領収証書を交付

するよう指導徹底した。 

措置済 

(2) 支出に関する事務 

① 物品購入事務を適正に行うべきもの 

物品購入にあたり，見積り合わせを行

って業者を選定しているが，品質・性能

に差がない同一品について複数の見積価

格が同価の場合に，再見積りや抽選等を

行うことなく業者を選定している事例が

見受けられた。  （東灘小学校） 

   適正な事務処理を行うべきである。 

 

指摘の場合については，再見積りや

抽選等を行うことによって決定する

よう改善の措置を講じた。 
 

措置済 
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指 摘 の 概 要 措 置 内 容 措置状況

② 職員旅費の支給を適正に行うべきもの 

職員旅費の支給事務において，以下のよ

うな改善を要する事例が見受けられた。 

ア 連絡旅費を二重に支給し，または支給

もれとなっている事例 

（有野幼稚園） 

 

イ 旅費明細書が旅行命令簿と一致して

いない事例 

（星和台中学校） 

 

ウ 定期代支給区間について旅費を支給

していた事例 

（六甲アイランド高等学校） 

   適正な事務処理を行うべきである。 

 
 
 

ア 連絡旅費の二重支給については返

納し，支給もれについては支給した。

今後は確認を徹底するよう改善の措

置を講じた。 
イ 旅行命令簿に記入もれがあったた

め，追加記入を行った。今後は旅費

明細書と旅行命令簿の照合の徹底を

行うよう改善の措置を講じた。 

ウ 定期代支給区間について支給し

た旅費を返納した。また，回数券の

管理を厳重にし，再発防止の措置を

講じた。 

措置済 

③ 臨時的任用職員の通勤手当を適正に支

給すべきもの 

臨時的任用職員の通勤手当は，支給日

額に勤務日数を乗じた額が１ヶ月の定期

代超える場合は，１ヶ月の定期代が上限

とされているが，この算定を誤って支給

している事例が見受けられた。 

（ひよどり台ホーム） 

   適正な事務処理を行うべきである。 

 
雇用決裁起案時に，最も安価な方

法として会計室と協議のうえ，連絡

定期の支給を決定したものである

が，出勤日数に変動のある月には計

算方法を変更する旨記載のうえ，支

出するよう改めた。 

措置済 

④ 前渡金の精算を適正に行うべきもの 

前渡金の精算にあたり，前渡金管理者

の直近の上司（主管局区部長）の決裁を

受けていない事例が見受けられた。 

（ひよどり台ホーム） 

   適正な事務処理を行うべきである。 

 

16 年度については決裁を受けた。 

17 年度についても会計規則に基づ

き適正な処理を行う。 

措置済 

 



-  - 6

 

指 摘 の 概 要 措 置 内 容 措置状況

⑤ 学校園運営費前渡金を適正に執行すべ

きもの 

学校園運営費前渡金において，以下の

ような改善を要する事例が見受けられ

た。 

ア 学校財務会計事務処理要領によれ

ば，１件1万円以上の支払いは支出命令

書での一般支払によることとされてい

るが，同じ日に同一業者から物品を合

計1万円以上購入している事例 

（有野幼稚園，本山南中学校，神陵台中

学校） 

イ 定例的な支出または事前に予定され

ている行事の経費を学校園運営費前渡

金で執行している事例 

（有野幼稚園，松尾小学校） 

ウ 前渡金管理簿に必要な決裁を行って

いない事例 

（神陵台中学校） 

エ 学校園運営費前渡金は，必要時にそ

の都度，可能な限り小出しにすべきこ

ととされているが，毎月配分額全額を

現金化している事例 

（名倉小学校） 

   適正な事務処理を行うべきである。 

 

 

 

ア 1万円以上の物品については一般

支払で購入するよう徹底し，学校園

運営費前渡金で購入する際には職

員が事前に事務職員，管理職に連絡

し，同じ日に同一業者への支出が 1

万円を越えないようにする措置を

講じた。 

イ 定例的な支出および事前に予定さ

れている行事の経費については，学

校園運営費前渡金ではなく，一般支

払によって執行するよう改善の措置

を講じた。 

ウ 前渡金管理簿に必要な決裁を行う

よう改善の措置を講じた。 

エ 資金前渡の趣旨に基づき，必要時

にその都度，可能な限り小出しにす

るよう改善の措置を講じた。 

措置済 
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指 摘 の 概 要 措 置 内 容 措置状況

⑥ 学校園運営特別教育活動費を適正に執

行すべきもの          

学校園運営特別教育活動費において，以

下のような改善を要する事例が見受けら

れた。 

ア 学校園運営特別教育活動費執行要領

によれば，対象対象１件あたりの金額

は，５，０００円（消費税を除く）を上

限とされているが，これを越えて支出し

ている事例 

（高和小学校） 

イ 支出決議書・領収書に品名の記載がな

く，支出内容が明確でない事例 

（青陽西養護学校） 

 

ウ 特別教育活動費は，半期ごとに学校園

長名義の口座に入金されているが，職員

が立替えて支払い，長期間精算していな

い事例 

（青陽高等養護学校，烏帽子中学校，星

和台中学校，桜が丘中学校，名倉小学校，

松尾小学校，押部谷小学校） 

   適正な事務処理を行うべきである。 

 

 

 

ア 学校園運営特別教育活動費執行

要領に基づき，上限額を確認のう

え，正確に処理するよう改善の措置

を講じた。 
 
 
イ 支出決議書に品名を記載し，領収

書にもれがないよう確認することに

より，支出内容が明確となるよう改

善の措置を講じた。 
ウ 資金前渡の趣旨に基づき，立替払

いは極力避け，やむを得ず立替払い

を行う場合も，速やかに精算を行う

措置を講じた。 
 

措置済 

⑦ 緊急連絡タクシー代を適正に執行すべ

きもの 

緊急連絡タクシー代は，半期ごとに学校

園長名義の口座に入金されているが，職員

が立替えて支払い，長期間精算していない

事例が見受けられた。 

（青陽高等養護学校，烏帽子中学校，六甲

小学校，名倉小学校，松尾小学校） 

   適正な事務処理を行うべきである。 

 

資金前渡の趣旨に基づき，立替払い

は極力避け，やむを得ず立替払いを行

う場合も，速やかに精算を行う措置を

講じた。 
 

措置済 
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指 摘 の 概 要 措 置 内 容 措置状況

 

(3) 財産管理に関する事務 

① 備品の管理を適正に行うべきもの 

備品は備品管理簿に記載し，適正に保

管，管理することとされているが，以下の

ような改善を要する事例が見受けられた。

ア 購入した備品が備品台帳に記載され

ておらず，又は保管転換を受けた備品

について保管転換書が作成されていな

い事例 

（さざんか療護園） 

 

イ 購入価格が２０,０００円未満のもの

は，消耗品として整理区分するとされた

ことに伴って備品台帳を整理した際に，

備品に属する物品を誤って備品台帳か

ら削除した事例 

（桜が丘中学校，押部谷小学校） 

   適正な事務処理を行うべきである。 

 

 

 

ア 当該事例について購入した備品

は備品台帳に記載するとともに，保

管転換を受けた備品については所

管課に保管転換書を作成してもら

い処理した。 

今後は購入した備品等について

備品管理簿に記載漏れがないよう

指導徹底した。 
 
イ 誤って備品台帳から削除した備

品について再登録を行うととも

に，今後は確認を徹底するよう改

善の措置を講じた。 

措置済 

② 郵便切手類を適正に管理すべきもの 

プリペイドカード，郵便切手等の管理に

おいて，以下のような改善を要する事例が

見受けられた。 

ア プリペイドカードの受領または交付

を記載する管理簿を作成していない事

例 

（こども家庭センター） 

イ プリペイドカード使用簿が適正に記

載されていない事例 

    （葺合高等学校） 

 

ウ 郵便切手を過剰に保有している事例 

（こども家庭センター） 

   郵便切手類は，管理簿に基づき適正に管

理するとともに，適正な事務処理を行う

べきである。 

 

 
ア 管理簿を作成し，プリペイドカー

ドの受領または交付を記載するよ

う改善の措置を講じた。 
 
イ プリペイドカード使用簿に一部記

載もれがあったため，記載を追加す

るとともに，今後は確認を徹底する

よう改善の措置を講じた。 

 
ウ 郵便局の後納制度を利用するこ

とにより，郵便切手の保有を必要と

しない措置を講じた。 

措置済 

 




